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「評論・社会科学」編集規定・執筆要領

編集規定
1．（性格・名称） 本誌は，同志社大学社会学会の機関誌「評論・社会科学」Social Science

Review と称する。
2．（目的） 本誌は，原則として社会学部専任教員の研究成果の発表にあてる。
3．（投稿資格） 1）社会学部・社会学研究科専任教員

2）社会学部・社会学研究科所属の客員研究員・客員教員
3）大学院社会学研究科博士課程（前期課程・後期課程）の学生
4）社会学部・社会学研究科設置科目担当の嘱託講師
5）社会学研究科博士課程（後期課程）に 3年以上在学して予備審査に合
格のうえ退学し，退学日から 3年以内の者

6）編集委員会が適当と認めた者
4．（発行） 本誌は，原則として 1年 4回発行するものとする。
5．（内容） 本誌に，論文・研究ノート・書評・資料などの各欄を設ける。
6．（編集） 本誌の編集は，社会学会選出の編集委員が担当する。
7．（執筆要領） 本誌への原稿提出は所定の執筆要領による。
8．（査読） 1）社会学部専任教員および学会内外の有識者より若干名の査読委員を選

出する。
査読委員の任期は 1年とする。

2）査読委員は，編集委員の求めに応じて原稿を査読する。
3）編集委員は，査読委員の意見をふまえ，編集にあたる。

9．（査読審査）3の投稿資格を有する者のうち，3）の後期課程の学生，および，5）に該当する
者は査読審査を希望できる。

10．（投稿料）非会員は会費相当額を支払う。

執筆要領
1．本誌に発表する論文等は，未発表のものに限る。
2．原稿の提出希望者は，あらかじめ編集委員会からのアンケートによって，各年度当初に年間
の本誌該当号への提出希望と原稿の種類を記入する。

3．原稿の長さは概ね 400字原稿用紙 100枚以内が望ましい。
4．ワープロ，パソコン使用（以上はフロッピー，原稿ともに提出），手書き原稿のいずれも可
とする。

5．原稿は英文タイトルを付して提出する。論文・研究ノート・資料については英文要約（約 180
語）を併せて提出する。

6．本誌に掲載された論文は，編集委員会の了承を経て他のメディアに掲載されることがある。

1997年 4月 1日施行
1999年 4月 1日改正
2001年 7月 4日改正
2004年 6月16日改正
2005年 9月14日改正
2009年 9月30日改正
2016年 6月 7日改正
2019年 5月22日改正



同志社大学社会学会会則

2004年 6月 16日社会学会評議員会決定
改正 2005年 4月 13日
改正 2005年 7月 13日
改正 2007年 5月 30日
改正 2016年 5月 25日

第 1条
本会は同志社大学社会学会と称し，事務所を
同志社大学社会学部内におく。
第 2条
本会は社会学，社会福祉学，メディア学，産
業関係学，教育文化学およびそれら関連諸学
の研究を助成し，会員相互の学術研究の交流
を目的とする。
第 3条
本会は以下の会員をもって組織する。
1．同志社大学社会学部に所属する教授，
准教授，助教，外国人留学生助手

2．同志社大学社会学部および同志社大学
大学院社会学研究科の学生

3．評議員会が推薦した者
第 4条
本会は第 2条の目的を達成するために以下の
事業を行う。
1．機関紙『評論・社会科学』の刊行
2．研究会および講演会の開催
3．その他必要な事業

第 5条
本会に以下の役員をおく。
1．評議員：社会学部に所属する教授，准

教授，助教，外国人留学生助
手

2．会長 1名：評議員の互選による
3．編集委員 5名：各学科 1名，評議員

の互選による
なお，委員長を委員の互選で定める

4．会計委員 1名：評議員の互選による
5．会計監査 1名：評議員の互選による
6．学生委員 必要に応じておくことがで

きる
7．院生委員 必要に応じておくことがで

きる
第 6条
評議員を除く他の役員の任期は，会長，編集
委員の 2年以外はすべて 1年とする。
ただし，再任をさまたげない。
第 7条
会員は下記の会費を納めることを要する。
1．年額 5,000円

第 8条
本会規則の改正変更は評議員会の決議によ
る。

附則
1．この規則は 2016年 4月 1日から施行す
る。
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